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■
区
分
所
有
法
は
ど
う
変
わ
っ
た
？

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
消
す
る
た
め
、

「
改
正
区
分
所
有
法
」
が
4
月
に
施
行
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
規

約
の
ひ
な
型
と
し
て
国
土
交
通
省
が
示
す

「
標
準
管
理
規
約
」
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

    分譲マン分譲マンションの管理組合の皆さんへ

マンシマンションの管理規約は、見直しが必要です

■
マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
ど
う
い
う
も
の
？

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

た
法
律
で
は
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
と
は
２
以

上
の
区
分
所
有
者
が
存
す
る
建
物
で
、
人

の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
の
あ
る

も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
区
分
所

有
者
と
は
、
建
物
の
専
有
部
分
を
所
有
す

る
権
利
が
あ
る
人
の
こ
と
で
す
。

■
マ
ン
シ
ョ
ン
が
抱
え
る
問
題

全
国
に
あ
る
約
7
１
３
万
戸
の
マ
ン

シ
ョ
ン
の
う
ち
、
築
40
年
が
経
過
す
る
高

経
年
マ
ン
シ
ョ
ン
は
約
1
４
８
万
戸
あ
り
、

今
後
さ
ら
に
急
増
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

ま
す
（
令
和
6
年
末
時
点
）。
ま
た
、
建

物
の
老
朽
化
だ
け
で
な
く
、
区
分
所
有
者

の
高
齢
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
し

て
「
ふ
た
つ
の
老
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
国
民
の
一
割
以
上
が
居

住
す
る
居
住
形
態
で
す
。「
ふ
た
つ
の
老
い
」

が
進
行
す
る
と
、
集
会
決
意
の
困
難
化
や

組
合
の
担
い
手
不
足
の
ほ
か
、
修
繕
積
立

金
の
不
足
に
よ
り
適
切
な
修
繕
が
で
き
な

い
な
ど
、
深
刻
な
問
題
が
発
生
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
変
更
に
伴
い
、
皆
さ
ん
の

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
規
約
も
見
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い

場
合
、
区
分
所
有
法
に
抵
触
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
総
会
で
決
議
さ
れ
た
内
容
が
無

効
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

管
理
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
国
土
交
通
省
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
）
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

■
困
っ
た
ら
相
談
窓
口
へ

市
内
に
は
、
令
和
5
年
度
時
点
で
75
棟

の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の

法
改
正
に
よ
る
管
理
規
約
の
見
直
し
も
含
め
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
で
困
り
事
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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令和８年 4月１日までに
招集手続きをする場合

令和８年 4月１日以降に
招集手続きをする場合

総会の定足数：議決権総数の半
数以上の出席
決議要件：区分所有数総数及び
議決権総数の各４分の３以上

★規約の変更部分は、令和８年
４月１日以降に効力を発するこ
ととする旨を併せて決議する

★現行規約の「総会の定足数」、「決
議要件」は改正区分所有法に接触し、
無効となる

現行規約に則した手続き 改正区分所有法に則した手続き改
正
法
施
行
日

2014年末 2024年末 2034年末 2043年末

総会の定足数：区分所有者総数及び
議決権総数の各過半数の出席
決議要件：総会に出席した区分所有
者及びその議決権の各４分の３以上

【全国の高経年マンション数の推移】
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問合せ　住宅政策課（市役所7階）☎0545-55-2814　0545-57-2828
　　　　　　　　　　　　　　  Eto-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

４月１日４月１日に「改正区分所有法」が施行されたことに伴い、「マンション標ン標
準管理規約」も改正されました。そのため、皆さんのマンションにおけ
る管理規約も見直しが必要となります。ます。

３倍以上

ＯＫ ＯＫ

ＯＫ ＯＫ ＯＫ

ＮＯ 無関心 所在不明

出席 欠席
母数

総会に出席した区分所有者が多数決の母数

賛成４分の３以上で可決

ＯＫ ＯＫ

ＯＫ ＯＫ ＯＫ

ＮＯ 無関心 所在不明

欠席 出席

基本の定足数の場合、議決権総数の過半
数（半数では不成立）

改正後改正後

●�総会特別決議の可決基準の見直し ●�総会の定足数の見直し

全ての決議
議決権総数の半数以上

今までは…
全ての区分所有者が多数決の母数
賛成４分の３以上で可決

今までは…

●�総会招集時の通知事項等の見直し

・全ての議案の「議案の要領」を示す
・�緊急に総会を招集する際の通知発送時期に
ついて、最短期間を5日間から１週間へ変更

改正後

１週間
理事会の承認を
得て最短１週間
まで短縮可能

原則

緊急に総会を
開くとき

総会
開催日

▼
改
正
に
お
け
る
主
な
変
更
点

(万戸）

例えば…
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※�特別決議の場合は、加えて区分所有者の過半
数の出席が必要。

議決権総数10個の場
合、議決権６個で成
立（５個では不成立）

例えば…


